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◆小規模事業者持続化補助金◆

【申請要件】
　補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること
　Ａ：サプライチェーンの毀損への対応
　　　顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと 
　　　（例：部品調達困難による部品内製化、出荷先営業停止に伴う新規顧客開拓） 
　Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換 

非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・シス
テム投資を行うこと 

（例：店舗販売からＥＣ販売へのシフト、ＶＲ・オンラインによるサービス提供）
　Ｃ：テレワーク環境の整備 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること

（例：ＷＥＢ会議システム、ＰＣ等を含むシンクライアントシステムの導入）
※令和２年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更されることもあります。

小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して取り組む販路開拓
等の取組を支援

今後の拡充内容（令和2年度補正予算の成立が前提）
◆補助上限を50万円から100万円へ引上げ

《募集期間》
第２回受付期間：令和２年６月５日（金）（当日消印有効）
公募要領、申請書様式等の詳細は、特設ホームページ（ＵＲＬまたはＱＲ
コード）をご覧ください。
特設ホームページＵＲＬ：https://r1.jizokukahojokin.info/ 特設ホームページ

新規顧客獲得のための販路開拓を目指す皆様にオススメの補助金です。《上限金額：50万円
（補助率２／３）》今回の公募にあたっては、下記への重点的な支援が図られます。

①新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路
開拓等に取り組む事業者

②賃上げに取り組む事業者
③計画的に事業承継に取り組む事業者
④生産性の向上（経営力強化）の取り組みを行っている事業者　など

守りぬくひたむきさ、変えていくしなやかさ。
すべては豊かな未来のために。

　不動産仲介
土地、中古住宅、新築住宅etc
　地域に密着
みかわライフ
d（0566）25-3471

センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。


